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障害福祉サービス事業所

障害児通所・入所支援事業所 の長 殿

沖縄県知事 玉城 康裕

（公印省略）

新型コロナウイルス感染症対応に係るパルスオキシメーターの

沖縄県内各障害福祉サービス、障害児通所・入所支援事業者への無償譲渡について(通知)

平素より、新型コロナウイルス感染症対応にご尽力賜り誠にありがとうございます。

今般、沖縄県は、自宅療養者の健康観察のため使用したパルスオキシメーターを県内各

障害福祉サービス、障害児通所・入所支援事業者へ無償譲渡することを検討しております。

つきましては、ご希望がある場合は下記によりお申し込みください。

記

（１）配布物

○ 成人用パルスオキシメーター

※ 自宅療養者の健康観察に使用した物であり、新品ではありません。

※ 回収した際に、動作確認およびアルコール消毒済みです。

※ 譲渡対象となる機種は別紙のとおりです。ただし、機種等の指定はできません。

※ 外箱・説明書が付属せず、機器本体のみの配布の場合があります。

※ 複数機種を組み合わせて譲渡する場合があります。

（２）譲渡数

1施設の定員数に対して次の個数となります。
定員数無し（訪問系） ：10個
定員数 １人～ 49人 ：10個
定員数 50人～ 89人 ：20個
定員数 90人～ ：30個

※ 応募数量が譲渡予定総量を上回る場合等には譲渡数を調整します。

※ 無償譲渡された事のある、事業所は申込できません。

（３）申込期間

○令和５年９月２５日（月）～令和５年１０月２９日（日）



（４）申込方法・譲渡の流れ

①沖縄県 電子申請サービスからの申込

URL：https://apply.e-tumo.jp/pref-okinawa-u/offer/offerList_detail?tempSeq=3296

※沖縄県公式ホームページから探す場合

沖縄県ホームページトップ画面

→ 組織からさがす

→ 感染症医療確保課

→ 沖縄県内各障害福祉サービス、障害児通所・入所支援事業者への

パルスオキシメーター無償譲渡について

②譲渡決定の通知

③機器の郵送

④沖縄県 電子申請サービスでの受領確認の手続

※受領確認用 URLは後日メールします。

（５）返品・交換について

○ 機器の破損、初期の動作不良等の場合も含め、譲渡されたパルスオキシメーター

の返品、交換は対応しません。

○ 譲与物品の使用、維持、修繕及び廃棄に要する費用は、申込者の負担となります。

○ 廃棄方法（分別等）に関しては、各自治体のルールに従ってください。

○ パルスオキシメータの使用方法等に関する疑義は、機種毎に添付文書に記載され

ている製造販売業者へお問合せください。

○ 添付文書がない場合は、WEBから取得してください。

担 当：保健医療部 感染症医療確保課

宿泊・待機施設班 和田 志のぶ

TEL：098-866-2006

E-mail：wadash@pref.okinawa.lg.jp


